
令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

一

大
分
県
報
（
企
業
局
管
理
規
程
）

令

和

五

年

第

四

六

八

号

十
二
月
十
二
日

（　火 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
企
業
局
管
理
規
程

大
分
県
企
業
局
事
業
用
電
気
工
作
物
（
電
気
事
業
）
保
安
規
程
の
一
部
改
正  

一

大
分
県
企
業
局
事
業
用
電
気
工
作
物
（
工
業
用
水
道
事
業
）
保
安
規
程
の
一
部
改
正  

五

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

臨
時
種
畜
検
査
の
実
施  

五

解
除
予
定
保
安
林
（
二
件
）  

五

道
路
区
域
の
変
更
（
三
件
）  

六

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）  

六

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任  

七

○
企
業
局
管
理
規
程

　

大
分
県
企
業
局
事
業
用
電
気
工
作
物
（
電
気
事
業
）
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

文　
　
　

雄　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
事
業
用
電
気
工
作
物
（
電
気
事
業
）
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
事
業
用
電
気
工
作
物
（
電
気
事
業
）
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規

程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
及
び
検
査
」
を
「
、
検
査
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を

「
第
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
四
章
の
章
名
中
「
及
び
検
査
」
を
「
、
検
査
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
」
に
改
め
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
）

第
十
三
条
の
二　

電
気
工
作
物
の
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
企
業
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め
の
適
切
な
処
置
を
講
ず
る
。

　

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



二

大
分
県
報
（
企
業
局
管
理
規
程
）

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

別
表
第
３
（
第

12
条
関
係
）

 
巡

  
視

  
等

  
に

  
関

  
す

  
る

  
基

  
準

 

設備別 

巡
 
 
 
 
 
 
視

 
点
 
 
検
 
 
・
 
 
検
 
 
査

 
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
考

 
機
器
設
備

 
頻
 
 
 
 
度

 
機
器
設
備

 
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

 
頻
 
 
 
 
 
度

 

水
   力
   発
   電
   設
   備
 

水
路
工
作
物

 
１
回
／
月

 
ダ
ム

 
           貯
水
池
・
調
整
池

 
       

外
観
点
検

 
漏
水
量
測
定

 
揚
圧
力
測
定

 
   変
形
測
定

 
   予
備
動
力
作

動
点
検

 
外
観
点
検

 
堆
砂
状
況

 
      

  重
力
ダ
ム
・
中
空
重

力
ダ
ム
・
高
さ

30
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ア

ー
チ
ダ
ム

 
高
さ

30
メ
ー
ト
ル

以
上
の
ア
ー
チ
ダ
ム

 
上
記
以
外
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
ダ
ム

 
   総
容
量

100
万
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上
で
高

さ
15

メ
ー
ト
ル
以

上
の
ダ
ム
を
有
す
る

も
の

 
上
記
以
外
で
設
備
保

安
上
必
要
な
も
の

 

１
回
／
年

 
１
回
／
月

 
１
回
／
３
月

 
   １
回
／
月

 
 １
回
／
３
月

 
 １
回
／
月

 
 １
回
／
年

 
１
回
／
年

 
    必
要
の
都
度

 
 

                    



三

大
分
県
報
（
企
業
局
管
理
規
程
）

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

水
路

 
外
部
点
検

 
内
部
点
検

 
  水
圧
鉄
管
肉

厚
測
定

 

    露
出
管
で

20
年
以

上
経
過
し
た
も
の

 

１
回
／
年

 
適
宜
（
※
１
）

 
  １
回
／
６
年

 

 （
※
１
）

 
原
則
と
し
て
、
水
車
・
発
電
機
内
部
点
検
の

実
施
年
度
及
び
中
間
年
度
に
実
施
す
る
。

 

電
気
工
作
物

（
水
路
工
作

物
を
除

く
。）

 

無
人
 
２
回
／
月

 
水
車
・
発
電
機

 
           主
要
変
圧
器

 
主
要
遮
断
器

 

外
部
点
検

（
※
２
）

 
    測
定
試
験

 
  内
部
点
検

 
  外
部
点
検

 
外
部
点
検

 
    

 
適
宜
（
※
３
）

 
     適
宜
（
※
４
）

 
  １
回
／

10
～

15
年

（
※
５
）

 
 １
回
／
３
年

 
１
回
／
３
年

 
（
※
６
）

 
   

（
※
２
）

 
水
車
の
外
部
点
検
と
は
、
抜
水
し
て
行
う
こ

と
を
い
う
。

 
（
※
３
）

 
原
則
と
し
て
、
水
車
・
発
電
機
内
部
点
検
の

実
施
年
度
及
び
中
間
年
度
に
実
施
す
る
。

 
（
※
４
）

 
原
則
と
し
て
、
水
車
・
発
電
機
内
部
点
検
の

実
施
年
度
に
実
施
す
る
。

 
（
※
５
）

 
水
車
型
式
・
水
質
条
件
・
材
質
等
に
よ
り
、
発

電
所
個
々
に
行
う
も
の
と
し
、
別
に
定
め
る
。

 
 （
※
６
）

 
⑴
 
ガ
ス
遮
断
器
等
特
に
指
定
す
る
も
の
は
、

１
回
／
６
年
と
す
る
。

 
⑵
 
並
列
用
遮
断
器
に
つ
い
て
は
、
動
作
回
数

管
理
も
行
う
。

 



四

大
分
県
報
（
企
業
局
管
理
規
程
）

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

測
定
試
験

 
 内
部
点
検

 

１
回
／
３
年

 
（
※
６
）

 
適
宜
（
※
７
）

 

  （
※
７
）

 
⑴
 
並
列
用
遮
断
器
に
つ
い
て
は
、
動
作
回
数

管
理
も
行
う
。

 
⑵
 
動
作
回
数
の
極
め
て
少
な
い
遮
断
器
に
つ

い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

 

送電設備 

電
気
工
作
物

 
１
回
／
月

 
支
持
物
・
電
線

 
が
い
子

 
 

外
観
点
検

 
不
良
懸
垂
が

い
子
検
出

 

66
ｋ
Ｖ
送
電
線
路

 
66

ｋ
Ｖ
送
電
線
路

 
１
回
／
５
年

 
１
回
／

10
年

 
 

 

電力用保安通信設備 

電
気
工
作
物

 
１
回
／
年

 
通
信
線
路
及
び
無

線
・
搬
送
装
置

 
測
定
試
験

 
 

１
回
／
３
年

 
 

太陽電池発電設備
 

電
気
工
作
物

 
１
回
／
月

 
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ

ー
ル

 
パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ナ

 
系
統
連
系
キ
ュ
ー

ビ
ク
ル
等

 

外
部
点
検

 
測
定
試
験

 
外
部
点
検

 
測
定
試
験

 
外
部
点
検

 
測
定
試
験

 

 
１
回
／
５
年

 
１
回
／
５
年

 
１
回
／
５
年

 
１
回
／
５
年

 
１
回
／
３
年

 
１
回
／
３
年

 

 

注
 
１
 
第

11
条
（
巡
視
等
の
実
施
）
、
第

16
条
（
事
故
及
び
異
常
時
の
措
置
）
及
び
第

17
条
（
災
害
そ
の
他
非
常
時
の
措
置
）
の
規
定
に
よ
り
、
上
記
の
巡
視
等
の
ほ
か
に
、
必
要

の
都
度
臨
時
の
巡
視
等
を
行
う
。

 
２
 
積
雪
期
、
災
害
発
生
時
等
に
巡
視
等
を
行
う
職
員
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
上
記
の
巡
視
等
の
頻
度
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 



令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

五

大
分
県
報
（
企
業
局
管
理
規
程
・
告
示
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

大
分
県
企
業
局
事
業
用
電
気
工
作
物
（
工
業
用
水
道
事
業
）
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

渡　
　
　

辺　
　
　

文　
　
　

雄　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号

　
　
　
大
分
県
企
業
局
事
業
用
電
気
工
作
物
（
工
業
用
水
道
事
業
）
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
規
程

　

大
分
県
企
業
局
事
業
用
電
気
工
作
物
（
工
業
用
水
道
事
業
）
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
大
分
県
企
業
局

管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
及
び
検
査
」
を
「
、
検
査
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
」
に
、
「
第
十
二
条
」
を

「
第
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
四
章
の
章
名
中
「
及
び
検
査
」
を
「
、
検
査
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
）

第
十
二
条
の
二　

電
気
工
作
物
の
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
企
業
局
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め
の
適
切
な
処
置
を
講
ず
る
。

　

別
表
第
三
中
「

継
電

器
動

作
試

験
１

回
／

３
年

」
を

「

継
電

器
動

作
試

験
　

※
３

適
宜

」
に
、

「※
２
を
付
し
た
試
験
項
目
は

､
過
去
の
実
績
に
よ
つ
て
そ
の
一
部
又
は
全
部
を
省
略
す
る

　
　
こ
と
が
あ
る

｡

 

」
を

「※
２
を
付
し
た
試
験
項
目
は

､
過
去
の
実
績
に
よ
つ
て
そ
の
一
部
又
は
全
部
を
省
略
す
る　

に
改
め
る
。

　
　
こ
と
が
あ
る

｡

　
※
３
を
付
し
た
試
験
項
目
は

､
ア
ナ
ロ
グ
式
継
電
器
は
３
年
ご
と
に

､
デ
ジ
タ
ル
式
継
電

　
　
器
は
６
年
ご
と
に
実
施
す
る

｡

 

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
臨
時
種
畜
検
査
を
実
施
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

検　

査　

期　

日

検　

査　

場　

所

家
畜
の
種
類

令
和
六
年
一
月
十
一
日

宇
佐
市
安
心
院
町

豚

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

日
田
市
大
字
友
田
字
旭
原
二
六
二
二
番
三

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

豊
後
大
野
市
朝
地
町
板
井
迫
字
荻
迫
一
四
番
一
四
、
一
四
番
一
五
（
以
上
二
筆
国
有
林
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的



令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

六

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前 
後 

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
佐
賀
関

循
環
線

大
分
市
大
字
佐
賀
関
字
潮
礁
五
二
七

四
番
三
か
ら

大
分
市
大
字
佐
賀
関
字
潮
礁
五
二
七

八
番
二
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

八
・
七　
　

〜　

三
・
九

メ
ー
ト
ル

八
五
・
〇

大
分
市
大
字
佐
賀
関
字
潮
礁
五
二
七

四
番
五
か
ら

大
分
市
大
字
佐
賀
関
字
潮
礁
五
二
七

八
番
二
ま
で

後

二
〇
・
〇　
　

 

〜　

六
・
四

八
五
・
〇

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前 

後 

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
中
津
山

国
自
転
車
道

線

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
栃
木
字
小
浜

一
番
三
八
地
先
内

前

メ
ー
ト
ル

三
・
四　
　

〜　

三
・
四

メ
ー
ト
ル

四
〇
・
〇

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
栃
木
字
小
浜

一
番
三
八
地
内

後

一
二
・
三　
　

 

〜　

三
・
四

三
九
・
一

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前 

後 

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

県
道
中
津
山

国
自
転
車
道

線

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
栃
木

字
小
浜
一
番
三
八
地
先
か
ら

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
栃
木

字
長
薮
二
四
九
番
六
地
先
ま

で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

八
・
八　
　

〜　

三
・
五

メ
ー
ト
ル

四
五
・
五

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
栃
木

字
小
浜
一
番
三
八
地
先
か
ら

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
栃
木

字
長
薮
二
四
九
番
六
ま
で

後

Ａ

八
・
八　
　

〜　

三
・
五

四
五
・
五

Ｂ

八
・
八　
　

〜　

三
・
〇

四
四
・
五

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。



令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

七

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
竹
田
五
ヶ
瀬
線

竹
田
市
大
字
九
重
野
字
田
原
一
九
三
五
番
四
か
ら

竹
田
市
大
字
九
重
野
字
口
ノ
田
一
八
三
七
番
一
地

先
ま
で

令
五
・
一
二
・
一
九

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
中
津
山
国
自
転
車
道

線

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
栃
木
字
小
浜
一
番
三
八
地

内

令
五
・
一
二
・
一
二

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
栃
木
字
小
浜
一
番
三
八
地

先
か
ら

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
栃
木
字
長
薮
二
四
九
番
六

ま
で

○
公
　
　
　
　
　
告

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
並
石
土
地

改
良
区
（
豊
後
高
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

（
退
任
役
員
）

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

伊　

東　

賢　

治

豊
後
高
田
市
美
和
二
一
五
二
番
地

〃

山　

澄　

巧　

兒

　
　

〃　
　

玉
津
五
八
四
番
地
一

〃

藤　

本　

賴　

男

　
　

〃　
　

新
栄
五
〇
九
番
地
一

〃

三　

上　

忠　

治

　
　

〃　
　

草
地
六
七
六
番
地
三

〃

岩　

坂　

隆　

美

　
　

〃　
　

草
地
二
〇
〇
七
番
地

〃

早　

田　

孝　

伸

　
　

〃　
　

草
地
四
一
九
〇
番
地
二

〃

近　

藤　

勝　

司

　
　

〃　
　

草
地
八
三
四
五
番
地　

〃

山　

田　

耕
一
郎

　
　

〃　
　

草
地
六
六
二
九
番
地　

〃

日　

浦　

勝　

彦

　
　

〃　
　

呉
崎
二
六
四
五
番
地
二

〃

堤　
　
　
　
　

隆

　
　

〃　
　

鍛
治
屋
町
五
八
六
番
地

〃

福　

田　

和　

男

　
　

〃　
　

呉
崎
一
四
九
番
地

〃

河　

野　

秀　

行

　
　

〃　
　

一
畑
六
二
八
番
地

監　

事

渡　

邊　

義　

一

　
　

〃　
　

草
地
八
〇
三
二
番
地

〃

田　

中　

穗　

波

　
　

〃　
　

呉
崎
二
五
〇
九
番
地

〃

岡　

本　

公　

男

　
　

〃　
　

玉
津
一
〇
八
九
番
地
一

（
就
任
役
員
）

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

伊　

東　

賢　

治

豊
後
高
田
市
美
和
二
一
五
二
番
地

〃

山　

澄　
　
　

正

　
　

〃　
　

美
和
三
七
八
八
番
地
一
四

〃

三　

上　

忠　

治

　
　

〃　
　

草
地
六
七
六
番
地
三

〃

岩　

坂　

隆　

美

　
　

〃　
　

草
地
二
〇
〇
七
番
地

〃

早　

田　

孝　

伸

　
　

〃　
　

草
地
四
一
九
〇
番
地
二

〃

近　

藤　

勝　

司

　
　

〃　
　

草
地
八
三
四
五
番
地 

〃

山　

田　

耕
一
郎

　
　

〃　
　

草
地
六
六
二
九
番
地

〃

鴛　

海　
　
　

直

　
　

〃　
　

新
栄
五
〇
五
番
地



令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

八

大
分
県
報
（
公
告
）

〃

安　

田　

祐　

一

　
　

〃　
　

玉
津
九
六
四
番
地

〃

河　

野　

秀　

行

　
　

〃　
　

一
畑
六
二
八
番
地

〃

日　

浦　

勝　

彦

　
　

〃　
　

呉
崎
二
六
四
五
番
地
二

〃

福　

田　

和　

男

　
　

〃　
　

呉
崎
一
四
九
番
地

監　

事

岡　

本　

公　

男

　
　

〃　
　

玉
津
一
〇
八
九
番
地
一

〃

田　

中　

穗　

波

　
　

〃　
　

呉
崎
二
五
〇
九
番
地

〃

稲　

積　

幸　

男

　
　

〃　
　

玉
津
一
一
〇
三
番
地
二


